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従業員の町県民税には、特別徴収の実施を！
町
県
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
？

　

事
業
者
（
給
与
支
払
者
）
が
、

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、

町
県
民
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る

給
与
所
得
者
に
代
わ
っ
て
、
毎
月

従
業
員
（
給
与
所
得
者
）
に
支
払

う
給
与
か
ら
町
県
民
税
（
町
民
税

＋
県
民
税
）
を
徴
収
（
天
引
き
）

し
、
納
め
る
制
度
で
す
。

※
地
方
税
法
第
３
２
１
条
の
４
及

び
湯
浅
町
税
条
例
第
45
条
の
規

定
に
よ
り
、
事
業
者
は
原
則
と

し
て
す
べ
て
特
別
徴
収
義
務
者

と
し
て
町
県
民
税
の
特
別
徴
収

を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

◆
事
業
者
の
皆
様

「
従
業
員
（
給
与
所
得
者
）
の
所

得
税
は
給
与
か
ら
源
泉
徴
収
し
て

い
る
け
れ
ど
、
町
県
民
税
は
徴
収

し
て
い
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

◆
従
業
員
の
皆
様

　

給
与
所
得
に
係
る
町
県
民
税
は

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

〇
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

毎
年
1
月
31
日
ま
で
に

「
給
与
支
払
報
告
書
」
を

各
市
町
村
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

な
お
、
当
該
「
給
与
支

払
報
告
書
」
は
、
地
方
税

法
第
３
１
７
条
の
７
に
お

い
て
、
提
出
し
な
か
っ
た

事
業
者
ま
た
は
虚
偽
の
記

載
を
し
た
事
業
者
に
対
す

る
罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

〇
特
別
徴
収
の
事
務

毎
年
５
月
に
特
別
徴
収

義
務
者
あ
て
に
「
特
別
徴

収
税
額
決
定
通
知
書
」
を

送
付
し
ま
す
の
で
、そ
の
税

額
を
毎
月
給
与
か
ら
天
引

き
し
、
翌
月
の
10
日
ま
で

に
、
合
計
額
を
各
従
業
員

の
住
所
地
の
市
町
村
へ
納

入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

納
期
の
特
例
に
つ
い
て

従
業
員
が
常
時
10
名
未

満
の
事
業
者
は
、
申
請
に

よ
り
年
12
回
の
納
期
を
年

２
回
と
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

e-Taxに係る国税庁からの連絡を装った
「標的型メール」が送信されていた旨の報道
がされています。
国税庁では、e-Taxの利用にあたり、メー
ルアドレスを登録している方に対して、メッ
セージボックスに情報が格納された際など
に、登録しているメールアドレス宛に「税務

署からのお知らせ」メールを送信しています
が、このメールには、ファイルを添付するこ
とはありません。
添付ファイルがある「税務署からのお知ら

せ」メールを受け取った場合には、メールを
開封せずに削除するなど、取り扱いには十分
にご注意ください。

国税庁からの連絡を装った標的型メールについて
湯浅税務署　６３－５３５２

◆町県民税の特別徴収の方法による納税のしくみ

～ 税務署からのお知らせメールに、ファイルを添付することはありません ～

市町村 事業者 給与所得者
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